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新型コロナウイルス感染症の全数把握見直しに伴う社会福祉施設等の発生報告に

ついて 

 このことについて、令和４年（2022 年）９月２６日以降は、感染症法に規定する発生届の対

象が変更となり、保健所で社会福祉施設等での新型コロナウイルス患者の発生を把握すること

が出来なくなります。 

 社会福祉施設等には、高齢者等の重症化リスクの高い方や障がい特性から適切な感染防御が

難しい利用者も多く、今後も継続した支援が必要となることから、道では、社会福祉施設等か

らの発生報告を受け必要な支援を継続することとしました。 

 つきましては、施設の職員（委託等も含む）、利用者から新型コロナウイルス感染症の陽性

者が判明した場合には、次のとおり報告するようお願いします。 

記 

施設の発生報告 

 １ 対象施設 入所（短期入所を含む）、居住系の社会福祉施設等 

 ２ 発生報告 電子届出システムを使用して報告（スマートフォンからの入力も可能です） 

URL:https://www.harp.lg.jp/Pzp6VDFg 

 ３ 報告時期 

 （１）発生報告（一人目の陽性者を確認したとき） 

※発生報告をすると（２）（３）の報告 URL が表示されます。 

 （２）継続報告（感染の伝播による陽性者を確認したとき） 

         URL:https://www.harp.lg.jp/5MdPtSWh 

 （３）終息報告（健康観察期間が終了したとき） 

         https://www.harp.lg.jp/mjv0fvYl 

 ４ 発生報告の流れ 

 （１）電子届出システム（上記の URL）にアクセス 

 （２）発生報告入力フォームが開く…別添１→入力し確認をクリック 

 （３）【報告完了】受付画面（継続／終息の入力先表示）…別添２ 

     ※別添２に記載の URL は使えません。 

５ 発生報告後の流れ 

 道の施設所管課から報告施設に対し、道の支援策や相談窓口を連絡しますので、各施設

におかれては、施設内の感染対策を進めるとともに必要時にはご連絡ください。 

６ その他 

    発生報告等の各報告は以下の QR コードからも報告できます。 

   【発生報告用 QR コード】      【継続報告用 QR コード】      【終息報告用 QR コード】 

 

 

 

 

 

 

    事業指導係     TEL 0155-27-8518 

   子ども子育て支援係 TEL 0155-27-8704 

   地域福祉係          TEL 0155-27-8516 


